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出雲市農業委員会（第３期）第２８回総会　議事録 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１　日時　　令和７年(2025)１１月２５日（火）午前１０時２３分から午前１１時１０分 

 

２　場所　　出雲市役所　３階　庁議室 

 

３　出席委員（２２名） 

　　大梶　泰男　　岡田　征記　　河原　昭紀　　持田　守夫　  若槻　博美　　 

江角　昭夫　　佐藤　文男　　松本　尚幸　　岸　勝　　　　今岡　充　　　 

松井　幸男　　八幡　みさこ　伊藤　猛　　　常松　守男　　天野　明浩　　 

森山　亮二　　勝部　守　　　立石　行雄　　湯浅　道行　　佐野　芳夫　　 

嘉本　良市　　水　壯　　　　 

　　 

４　欠席委員（２名） 

石飛　忠宏　　伊藤　美樹　　 

 

５　提出議題 

⑴ 　報告事項 

報第９７号　会長専決処分の報告 

報第９８号　農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第９９号　農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第１００号　農地法第３条の規定による許可の取消について 

報第１０１号　農用地利用集積等促進計画の認可について 

 

⑵ 　議案審議 

　　　議第１７４号　農地法第３条の規定による許可の決定について 

議第１７５号　農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１７６号　農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について 

議第１７７号　非農地証明について 

議第１７８号　出雲市地域計画変更に伴う意見聴取について 

 

　　会長あいさつ 
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６　議事　 

会長が総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に１１番今岡充委員、１２番松井幸男委員を指名する。 

 

議　　長　　　それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。報告事項、報第９７

号会長専決処分の報告、報第９８号農地法第１８条第６項の規定による通知

について、報第９９号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、報

第１００号農地法第３条の規定による許可の取消について、報第１０１号農

用地利用集積等促進計画の認可についてを一括して報告します。 

 

議　　長　　　報第９７号会長専決処分について、報告いたします。都市計画法第２９条第

１項に基づく開発行為の許可が未済のため、許可保留としていました農地法

第５条１件について、令和７年１０月２７日付で開発行為の許可がありまし

たので、許可日と同日付で許可決定しております。第２７回総会で承認いたし

ました案件で、島根県農業会議に意見を聴く案件、農地法第４条３件、農地法

第５条６件については、島根県農業会議第１１６回常設審議委員会に諮問し、

許可相当との答申をいただいております。そのため、常設審議委員会における

決定日の１１月１０日付けで許可決定しております。 

 

議　　長　　　続いて、報第９８号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務

局から報告をお願いします。 

 

原主事　　　　それでは、報第９８号について、説明します。農地の賃貸借の解約等は、原

則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第１８条第１項第２号で、貸し手と

借り手の合意による解約が、その農地の引渡しの期限前の６ヶ月以内に成立

した旨が書面において明らかな場合は契約終了の手続きができます。報告事

項の１ページをご覧ください。今月は受付番号１２０番から１２９番の１０

件の通知がありました。内訳としては、転用のためが２件、中間管理機構へ移

行のためが２件、現耕作者へ売却するためが２件、３条により売却するためが

４件となっています。農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６ヶ月以内

であることを書面で確認しており、県知事の許可を要しないものと考えます。

以上報告といたします。 

 

議　　長　　　続いて、報第９９号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 
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原主事　　　　それでは、報第９９号について、ご説明いたします。農地法第３条の３に

おいて、「相続」や、「時効取得」などの、農地法の許可を要しない権利取得

につきましては、権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出しなけれ

ばならないこととされています。報告事項の３ページから１４ページをご覧

ください。この届出の先月受付分は、受付番号１２４番から１４９番までの

２６件でした。権利の取得事由は、２６件全てが「相続」によるものでし

た。市外在住の相続人からの届出などについては、備考欄に記載しておりま

す。また、あっせん希望があった届出については、それぞれ担当農業委員さ

んに相談をしています。なお、本届出の受理通知は、届出書の到達があった

日から４０日以内とされております関係上、１１月１１日付けで通知を出し

ております。以上、報告といたします。 

 

議　　長　　　続いて、報第１００号農地法第３条の規定による許可の取消について、事

務局から報告をお願いします。 

 

原主事　　　　報第１００号について説明いたします。報告事項１５ページをご覧くださ

い。農地法３条の許可の取消願が１件ありました。受付番号８番になりま

す。令和７年７月２５日付で許可した案件です。許可を受けたのは上島町の

１筆で、譲受人は近隣の宅地とセットで購入し野菜を栽培する予定でした

が、宅地の売買契約についての協議の中で折り合いがつかず、破談となった

ため今回許可の取消を求められたものです。取消願に係る許可を１１月１３

日付で取り消しております。取消し後は、元の所有者の方が畑として利用を

継続される予定とのことです。説明は以上です。 

 

議　　長　　　続いて、報第１０１号農用地利用集積等促進計画の認可について、農業振

興課打田課長補佐から報告をお願いします。 

 

打田課長補佐　報第１０１号農用地利用集積等促進計画の認可について、ご説明いたしま

す。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定により、農

地中間管理機構である公益財団法人しまね農業振興公社が、農地の貸借に係

る権利の設定や移転、あるいは売買を行おうとするときは、農用地利用集積

等促進計画を定め県知事から権限移譲を受けた出雲市長の認可を受けること

とされています。今総会においては、貸借による権利設定はなく１０月２１

日付けで認可・公告した所有権移転についてご報告いたします。１０月２１

日付けで認可・公告した所有権移転についてご説明します。一覧表をご覧く

ださい。今回の所有権移転は、公社からの買入が１件、５筆で、４，８３６



4 

㎡です。また、公社への売渡が２件、１０筆で、２３，５８７㎡です。以

上、今回の促進計画の説明となりますが、すべての案件につきまして、県の

基本方針及び県公社の事業規定に適合しており、また、所有権移転を受けた

者が、経営する農用地のすべてを効率的に利用し、必要な農作業に常時従事

するものとして認可したものでございます。以上、報告といたします。 

 

議　　長　　　報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問はございませ

んか。 

 

議　　長　　　質問は無いものと認めます。 

 

議　　長　　　続いて、議案の審議を行います。　議第１７４号農地法第３条の規定によ

る許可の決定について、を議題といたします。事務局から内容について、説

明をお願いします。 

 

原主事　　　　それでは、議第１７４号について、ご説明いたします。議案の１ページの

左側の欄をご覧ください。今月は、所有権移転の申請が２２件、貸借権の設

定が１件、合計２３件の申請がありました。個別の事案についてご説明いた

します。２ページから６ページをご覧ください。 

受付番号８２番について、譲渡人は、高齢による労力不足のため、近隣に

居住する受人に譲渡するものです。 

受付番号８３番について、譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、相

手方の要望を受けた従来から申請地で耕作を行う受人に譲渡するものです。 

受付番号８４番について、譲渡人は、高齢による労力不足のため、規模拡

大を予定する受人に譲渡するものです。 

受付番号８５番から８８番について、譲渡人は、いずれも規模縮小のた

め、規模拡大を予定する受人に譲渡するものです。 

受付番号８９番について、譲渡人は、規模縮小のため、規模拡大を予定す

る受人に譲渡するものです。 

受付番号９０番について、譲渡人は、労力不足のため、相手方の要望を受

けた受人に譲渡するものです。 

受付番号９１番について、譲渡人は、市外在住による耕作不便のため、近

隣に居住する受人に譲渡するものです。 

受付番号９２番について、譲渡人は、労力不足のため、近隣に居住する受

人に譲渡するものです。 

受付番号９３番について、譲渡人は、家族間の贈与のため、譲渡人の子で
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ある受人に譲渡するものです。 

受付番号９４番について、譲渡人は、県外在住予定による耕作不便のた

め、近隣居住予定の受人に譲渡するものです。 

受付番号９５番、９６番について、譲渡人は、労力不足のため、規模拡大

を予定する受人に譲渡するものです。 

受付番号９７番について、譲渡人は、高齢による労力不足のため、相手方

の要望を受けた、譲渡人と親族関係にある受人に譲渡するものです。 

受付番号９８番について、譲渡人は、高齢による労力不足のため、規模拡

大を予定する受人に譲渡するものです。 

受付番号９９番について、譲渡人は、市街在住による耕作不便のため、規

模拡大を予定する受人に譲渡するものです。 

受付番号１００番について、譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、

相手方の要望を受けた、従来から申請地を耕作している受人に譲渡するもの

です。 

受付番号１０１番について、譲渡人は、労力不足のため、地元の農業組合

の構成員として新たに農業を開始する受人に譲渡するものです。取得後は所

属する法人に利用権設定を行い、自身で申請地を耕作される計画です。 

受付番号１０２番について、譲渡人は、高齢による労力不足のため、新た

に農業を開始したいという希望のある受人に譲渡するものです。 

受付番号１０３番について、譲渡人は、耕作不便のため、近隣居住予定の

受人に譲渡するものです。 

つづいて、賃借権設定の案件１件について、ご説明いたします。受付番号

１０４番です。こちらは、譲渡人が高齢による労力不足のため、農業経営の

拡大を予定するの受人に、賃借権の設定をするものです。１２月末で基盤強

化促進法での賃貸借契約が期間満了となり、継続して農業経営を行うため、

新たに３条での設定をするものです。権利の設定期間は１０年です。 

以上、受付番号８２番から１０４番については、７ページから１０ページ

の調査書に記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号　不許可には該

当しないため、許可要件のすべてを満たすと考えます。説明は以上です。 

 

議　　長　　　ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議　　長　　　質問、意見は無いものと認めます。 

 

議　　長　　　それでは、議第１７４号農地法第３条の規定による許可の決定について、
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承認される方の挙手を求めます。 

 

議　　長　　　挙手全員と認めます。よって議第１７４号の案件を許可決定いたします。 

 

議　　長　　　次に、議第１７５号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認につい

て、及び関連がございますので、議第１７６号農地法第５条の規定による許

可の決定及び承認について、を議題といたします。事務局から内容につい

て、説明をお願いします。 

 

大森副主任　　それでは、議第１７５号　農地法第４条の規定による許可の決定及び承認

について、ご説明いたします。議案の１ページをご覧ください。今月は、１件

の申請がありました。議案書は１１ページ、説明資料は１ページから３ページ

をご覧ください。今月は、１２月に開催予定の第１１７回常設審議委員会に諮

問する予定の案件はありません。それでは説明案件について、ご説明いたしま

す。なお、本申請の事業計画は、後ほど審議いただく農地法５条申請地も利用

される計画ですのであわせてご説明いたします。 

説明資料の、１ページから３ページをご覧ください。４条の受付番号は４５

番、５条の受付番号は１８５番です。上塩冶町の田２筆です。詳細な位置につ

きましては、２ページの案内図でご確認ください。転用目的は、貸集合住宅で

す。面積については、転用面積・事業面積がともに１５４６．００㎡です。申

請地は、都市計画区域内のその他の地域になります。農地区分は、第２種農地

です。土地利用計画との調整については、農用地区域除外決定済みです。許可

該当条項は、農地法施行規則第４６条の「市街地近接」に該当します。事業計

画についてご説明いたします。申請者は申請地近隣に居住する個人で、自己所

有地と隣接する申請地を取得し、貸集合住宅を建築するものです。資金計画に

ついては、所要資金額が１億８，７６０万円で、これに対する資金調達は全額

借入金で賄う計画であり、証明を確認しています。以上、受付番号４５番につ

いては、農地法に規定する不許可の要件には該当しないものと認められます。

４条に関する説明は以上です。 

 

今岡主幹　　　議第１７６号について、ご説明いたします。議案書の１２ページから１５ペ

ージ、説明資料の１ページから１２ページ、参考資料の１ページから２８ペー

ジをご覧ください。今月は、所有権の移転が１４件、賃借権の設定が１件、使

用貸借権の設定が３件の合計１８件の申請がありました。今月は、１２月に開

催予定の第１１７常設審議委員会に諮問する予定の案件が１件あります。そ
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れでは、個別の案件についてご説明いたします。 

まず、議案書１２ページの受付番号１８７番です。説明資料の４ページから

６ページをご覧ください。転用場所は美談町の田４筆です。案内図は５ページ

です。転用目的は、工事用資材置場です。面積は、転用面積、所要面積ともに

２，５８５㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は第２種農地

です。許可該当条項は、農地法第５条第２項第２号に該当します。事業計画に

ついてご説明いたします。事業者は、市内で土木工事業を営んでいる個人です。

この度、国道沿いで利便性の高い申請地を整備し、不足している資材置場とし

て利用する計画です。なお、本案件は、今年２月に一時転用で許可を受けてい

た場所を恒久転用に変えるものです。資金計画については、所要資金額が３０

万円で、これに対する資金調達は、自己資金で賄う計画で、証明を確認してい

ます。 

次に議案書１２ページ受付番号１９２番です。説明資料の７ページから９

ページをご覧ください。転用場所は湖陵町大池の畑１筆です。案内図は８ペー

ジです。転用目的は蓄電所です。面積は転用面積、所要面積ともに１，１４７

㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。農地区分は、第２種農地です。許

可該当条項は、農地法第５条第２項第２号に該当します。事業計画についてご

説明いたします。事業者は、再生エネルギー発電事業を行う法人です。この度、

既存の太陽光発電所から近い申請地を整備し、蓄電所用地として利用する計

画です。資金計画については、所要資金額が３億８，２８５万９千円で、これ

に対する資金調達は、自己資金で賄う計画で、証明を確認しています。 

次に、議案書１３ページの受付番号１９６番です。説明資料の１０ページか

ら１２ページをご覧ください。転用場所は斐川町上庄原の田１筆です。案内図

は１１ページです。転用目的は、沿道サービス施設です。面積は、転用面積が

２，６５１㎡で、所要面積が５，５９０㎡です。権利の種類は、所有権の移転

です。農地区分は、第１種農地です。許可該当条項は、農地法施行規則第３５

条第４号の「流通業務施設」に該当します。事業計画についてご説明いたしま

す。事業者は市内で不動産業を営む法人です。この度、利便性の高い申請地を

整備し、コンビニ事業を行う法人が休憩スペースを確保した店舗を建設する

計画です。資金計画については、所要資金額が１億６０３万円で、これに対す

る資金調達は自己資金で賄う計画であり、証明を確認しています。説明案件に

ついては以上です。その他の案件については、議案書及び参考資料でご確認く

ださいますようお願いいたします。また、事後追認案件については議案書に表

示していますのでご確認ください。申請が事後になりましたが悪意はないも

のと判断しています。転用許可基準は満たしており事業者には始末書の提出

を受け農地法に違反することのないよう指導しております。以上議第１７６
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号の１８件については、農地法に規定する不許可・不承認の要件には該当しな

いものと認められます。説明は以上です。 

 

議　　長　　　ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議　　長　　　質問、意見は無いものと認めます。 

 

議　　長　　　それでは、議第１７５号農地法第４条の規定による許可の決定及び承認に

ついて、及び議第１７６号農地法第５条の規定による許可の決定及び承認に

ついて　承認される方の挙手を求めます。 

 

議　　長　　　挙手全員と認めます。よって議第１７５号及び議第１７６号の全案件を許

可決定及び承認いたします。 

 

議　　長　　　それでは、議第１７７号非農地証明について、を議題といたします。事務局

から内容について、説明をお願いします。 

 

岡主事　　　　それでは、議第１７７号非農地証明の申請について、説明します。議案書の

１６ページ及び説明資料１３ページから２０ページをご覧ください。今月は

４件の申請がありました。 

受付番号１９番について説明いたします。説明資料１３ページの位置図及

び付近案内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料１４ページ

の現況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作がされず、北側の１筆は、

樹木が生い茂って山林の状態になっており、南側の２筆については草木が生

い茂って原野の状態となっています。現地確認は１１月１１日に勝部農業委

員、岡田推進委員、事務局職員で行っています。 

受付番号２０番について説明いたします。説明資料１５ページの位置図及

び付近案内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料１６ページ

の現況写真をご確認ください。申請地は現在、神社の参道の法面部分となって

おり、昭和２年に農地から参道にする工事が行われたことが当時の資料で確

認できました。現地確認は１１月１１日に水農業委員、松浦推進委員、事務局

職員で行っています。よって、本案件は非農地証明基準の「農地法が施行され

た日以前に非農地であった土地」に該当し、農地法２条に規定する農地以外の

ものであるとして非農地証明の対象となるものと考えます。 

受付番号２１番について説明いたします。説明資料１７ページの位置図及

び付近案内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料１８ページ
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の現況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作をされず、樹木が生い茂っ

て山林の状態となっています。現地確認は１１月１４日に常松農業委員、多久

和武推進員、事務局職員で行っています。 

受付番号２２番について説明いたします。説明資料１９ページの位置図及

び付近案内図で場所をご確認ください。詳細については、説明資料２０ページ

の現況写真をご確認ください。申請地は長期間耕作がされず、樹木が生い茂っ

て山林の状態となっています。現地確認は１１月７日に持田農業委員、石飛推

進員、事務局職員で行っています。 

４件の申請地は、農業的利用を図るための条件整備の予定はありません。よ

って本案件は、非農地証明基準の「やむを得ない事情によって長期間耕作放棄

した土地で、その土地の周囲の状況からみて農地に復元しても継続して利用

することができないと認められる場合」に該当し、農地法第２条に規定する農

地以外のものであるとして非農地証明の対象となるものと考えます。説明は

以上です。 

 

議　　長　　　担当農業委員さんから補足をお願いします。、勝部委員さん、補足はござい

ますか。 

 

勝部委員　　　議席番号１８番の勝部です。今、事務局から説明されたとおりでございます。 

 

議　　長　　　ありがとうございます。水委員さん補足はございますか。 

 

水委員　　　　議席番号２４番の水です。先ほど事務局から説明されたとおりで、補足はご

ざいません。 

 

議　　長　　　続いて、常松委員さん補足はございますか。 

 

常松委員　　　議席番号１５番の常松です。先ほど事務局から説明されたとおりでござい

ます。 

 

議　　長　　　ありがとうございます。続いて持田委員さん補足はございますか。 

 

持田委員　　　議席番号４番の持田です。補足はありません。 

 

議　　長　　　ご質問、ご意見はございませんか。 
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議　　長　　　質問、意見は無いものと認めます。 

 

議　　長　　　それでは、議第１７７号について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議　　長　　　挙手全員と認めます。よって議第１７７号を承認いたします。 

 

議　　長　　　次に、議第１７８号出雲市地域計画変更に伴う意見聴取について、を議題と

いたします。農業支援センター安食センター長から内容について、説明をお願

いします。 

 

安食センター長　農業支援センターの安食です。皆様方におかれましては、先月２２日から

今月１４日の間、市内２８地域で協議の場を開催させていただき、その中で地

域計画推進協議会ということで、農業委員のみなさまには、会のとりまとめを

していただき、まずもってお礼を申しあげたいと思います。ありがとうござい

ます。本日緑色のファイルをお配りしておりますが、地域計画の変更というこ

とで、説明させていただきます。地域計画につきましては、基盤法第１９条第

６項の中で、地域計画を変更する場合においては、関係機関からの意見を徴す

ることとされています。本日意見の照会をさせていただきます。地域計画につ

きましては、各地域で農業委員の皆様にもお出かけいただいて、いろいろとお

話しをさせていただいたところです。具体的なとりまとめについては、詳しく

まとまってはいないところですが、地域計画の変更箇所については、各地域の

ところをご覧いただきたいと思います。協議場の中で内容をご確認いただい

たところです。４地域において、現況と異なるというお話しがありましたので、

その場で確認をして修正させていただいています。数字的なところでは、現場

で大きな図面を見ながら、担い手のみなさんがどの位できるのか、今の利用権

の状況なりをみていただいて数字のとりまとめをしています。その当りの修

正の行ったものをこの１冊に収めています。今回協議の場で回らせていただ

く中で感じた事は、この地域計画の元になるものが人農地プランから続いて

いますが、人と農地の問題というのが、メインの議題に挙がってきたものと思

っています。この問題につきましては、担い手がいる地域、いない地域によっ

て話し合いの具合が変わってきていると思います。中山間地域や担い手の少

ない地域では、大変難しいというところも出てきています。担い手がいる地域

においても、後継者が今後の問題であろうという意見がでていたところです。

農地の問題につきましては、基盤整備的なところ、ハード的なところが、なか

なか生産効率が上がらないという話や老朽化しているという話が出てきてい
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るところです。多面や中山間でなんとか維持しているものの限界がきている

という意見もいただいたところです。今回話を聞いた中で、現状については、

かなり深掘りできたかなと思います。それらを今年度中にまとめまして、来年

度の協議の場につなげていきたいと思います。説明は以上です。 

 

議　　長　　　ご質問、ご意見はございませんか。 

 

安食センター長　補足させてください。今後のスケジュールですが、関係機関に意見聴取を

させていただいています。１週間位、ＪＡや県、土地改良区に意見聴取をさせ

ていただきます。問題がありませんでしたら、１２月頭位に公告縦覧を行い、

来月の総会までのところで、変更した地域計画を策定していくことになりま

す。 

 

議　　長　　　ご質問、ご意見はございませんか。 

 

江角委員　　　議席番号６番の江角です。感想的なところを申しあげたいと思います。斐川

地域においては、規模が大きすぎて、意見が反映しにくかったと思います。来

年以降は、東部と西部に分けて実施するとか、農業者と意見交換できるような

形で実施していただければと思います。 

 

安食センター長　ありがとうございます。斐川地域には別の会があり出席できませんでし

たが、様子は聞いておりまして、たくさんの農業者さんが出席され、発言しに

くい状況だったということは聞いています。来年度については、先ほどのご意

見も反映させながら、農業委員のみなさまには、どういったやり方がいいか相

談しながら進めていきたいと思います。各地域でお話しをさせていだだく中

で、今は担い手さんがメインでお集まりいただいていますが、それ以外の方、

多面や中山間の関係者も出ていただいている地域やそうでない地域もありま

すので、地権者の方も入っていただいた方が良いのではないかというお話し

もいただいています。また、自治協会等を巻き込んでというお話しをいただた

ところもあります。地域地域で状況が違うと思います。来年に向けては、皆様

方とお話しをしながら、どういったやり方が効率的かというところも考えな

がら決めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議　　長　　　他にご質問、ご意見はございませんか。 

 

議　　長　　　質問、意見は無いものと認めます。それでは、議第１７８号出雲市地域計画
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変更に伴う意見聴取について、異議なしとすることを　承認される方の挙手

を求めます。 

 

議　　長　　　挙手全員と認めます。よってよって議第１７８号を承認いたします。 

 

議　　長　　　これで予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。　午前１１時１０分 
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